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上下水道 よくある質問
こんなときは

大丈夫？

ここが
知りたい！
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　水道管や蛇口に直接冷たい
空気が当たらないように保温
材や布を巻き付けた後、それ
を覆うように低い位置から上
に向かってビニールテープを
巻いてください。特に屋外でむ
き出しになっている水道管や
日陰にある水道管は凍結しや
すいので注意が必要です。

凍結を防ぐには？

水道管を冷気から
守って凍結予防

　水道管の凍ってしまった部
分をタオルなどで包んだ後、
その上からやかんなどを
使ってぬるま湯をゆっくりか
けましょう。この時、熱湯をか
けてしまうと水道管が破裂す
る危険性があるので、必ずぬ
るま湯を使用してください。

凍って水が出ない時は？

凍った箇所を覆って
ぬるま湯で温める

　まずメーターボックス内もし
くは付近にある止水栓を閉め、
破裂した部分に布かテープを
巻いて応急処置をします。その
後、岐阜市指定給水装置工事
事業者に修理を依頼してくださ
い。なお事業者はホームページ
からご覧いただけます。※修理
費用はお客様負担となります。

水道管が破裂した時は？

冬に気を付けたい　水道の凍結トラブル！！

応急処置をした後
指定事業者に修理依頼を

　岐阜市では、より適正な下水料金算定
を行うため、井戸水メーターの取付けを
進めています。取付けの際は、標準的な
工事の範囲で、岐阜市が工事費用を負担
します。ご希望される方は営業課計測係
までご連絡ください。また、井戸水メー
ターを設置されていない方に、郵送や訪
問等でご案内させていただく場合があり
ます。

井戸水メーターを
設置するには？

営業課計測係へ
ご連絡ください

【営業課  計測係】　　259-7518

【営業課  負担金・普及係】　　259-7520

　下水道は、道路などの一般的な公共施
設とは異なり、利益を受ける人（受益者）
が限られます。その受益者の皆様に下水
道整備費の一部を負担していただくのが
「受益者負担金」です。
　対象となる方には申告書を送付し、ご
返送いただいた申告書を基に負担金額
などを決定した後、納入通知書を送付し
ます。

受益者負担金とは？

下水道の受益者の方のみ
一度だけ納めていただく負担金です

【維持管理課】　　259-7788

　【営業課  指導係・審査係】　　259-7519

　ご自宅の給水装置（水道本管から水道
水を引き込む装置）・排水設備（生活排水
を下水道管に流すための設備）の工事
（新設・増設・改造・変更・撤去）ができる
のは、法令の要件を満たし、市が認めてい
る指定給水装置工事事業者・
下水道排水設備指定工事店
（指定店）に限られます。指定
店をお探しの方はホームペー
ジをご覧いただくか、下記まで
お問い合わせください。

給水装置・排水設備に関する
工事などの依頼先は？

必ず指定店にご依頼ください

【上下水道料金センター】　　266-8835

　引っ越しなどにより水道・下水道の使用
開始や中止など使用状況に変更がある時
は、上下水道料金センターまでお早めに
ご連絡ください。なお使用開始または中
止に限り、インターネットでの手続きが可
能です。詳細はホームページでもご覧い
ただけます。

引っ越した場合は、
どうしたらいいの？

上下水道料金センターへ
ご連絡ください
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　主な審議内容

老朽化対策と強靭化　▶ 戦略的な施設管理
持続可能なシステムへの再構築　▶ ダウンサイジング・施設の統廃合 

経営基盤の強化と財政マネジメントの向上
▶  投資額の確保　▶  債務残高の縮減
▶  経営に必要な手持ち資金（補てん財源）の確保

現状と課題

これからの水道事業

人口減少・水需要の減少老朽化する施設の増加

自然災害への備え

老朽化管率
（法定耐用年数40年を超過する管の全管路延長に占める割合）

　平成10年度前後に50億円近い費用で整備した施設が、
　令和20年度前後に法定耐用年数を迎えます。

（現在のまま更新が
  行われなかった場合）

想定される南海トラフ巨大地震などの自然災害に備え、
被災を最小限にとどめる強くしなやかな水道を目指しています。

１９．４％
令和元年度

６１．０％
令和20年度

水道管の更新のイメージ
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水道料金のあり方について
審議されました

～令和2年度岐阜市上下水道事業経営審議会からの答申について～

　水道事業は独立採算制を原則として、利
用者が負担する水道料金によって経営され
ています。このことを踏まえ、今後も引き続
き、生活に不可欠な水をお届けしていくた
め、事業の合理化、効率化を進めるととも
に、長期的な視野に立った施設整備計画、
財政計画に基づく事業運営に努めてまいり
ます。

　岐阜市は、料金などの上下水道事業経営に関する事項を審議していただくために、岐阜市上下水道事業経営審議会（学識経験者、市議会議員、公
募委員等で構成される附属機関）を設置しています。
　本年度は、水道料金の算定期間※の終了に伴い、次期の料金のあり方について審議会に対して意見を求めたところ、全5回の審議を経て、令和6年
度までは現行の料金体系を維持するなどの答申がされました。
　以下、審議と答申の内容をお知らせします。
※算定期間…生活に欠かせない水道の料金は、一定期間、安定したものであることが望ましいことから設定している料金の据置期間（3年から5年程度）。
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これまでの整備は年度によりばらつきがあ
りましたが、今後は計画的な更新により、優
先度の高いものから実施し、費用を平準化
します。

水道管の計画的な更新

水道料金に結び付く使用水量

41,288千㎥
平成21年度

39,032千㎥
令和元年度

約5.5％減少10年間で

課題に対応した施設整備計画、それを裏づける財政計画において、
年平均30億円規模の施設整備を進めながら、
今後10年間は10億円以上の補てん財源が確保できる見込み。

現行の水道料金を維持することが妥当

審議会での審議や答申の全文は、ホームページで公開しています。　【お問合せ先】上下水道事業政策課 企画係　　259-7878

審議会からの答申

審議会からの答申を踏まえ、現在の水道料金を令和6年度まで据え置きます。
今後も、引き続き経営の効率化に努め、安定的かつ持続可能な水道事業を推進し、岐阜市民の生活を支えていきます。

■現行の水道料金体系を維持することが妥当。
■新たな水道料金の算定期間を令和３年度から令和６年度までの４年間とする。
■水道事業を安定的に維持継続するため、施設の維持管理・更新及び施設の整備に計画的に取り組むべきである。
　そのために、年平均30億円規模の施設整備を継続的に進める必要がある。
■施設整備計画を確実に実行し、かつ健全で持続可能な経営を堅持するためには、「補てん財源」を10億円以上確保していく必要がある。

（年度）


